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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１薄膜トランジスタを有する絵素と、第２薄膜トランジスタを有し、前記絵素を駆動
する駆動回路とを備える表示装置において、
　前記第１薄膜トランジスタおよび前記第２薄膜トランジスタは、それぞれ、ゲート電極
と、前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成されている第１の
アモルファスシリコン層と、前記第１のアモルファスシリコン層を覆う第２のアモルファ
スシリコン層と、前記第２のアモルファスシリコン層の上側に積層されていて所定の間隔
を挟んで離隔されているソース電極およびドレイン電極と、を含み、
　前記第１薄膜トランジスタは第１チャネル領域を有し、前記第２薄膜トランジスタは第
２チャネル領域を有しており、
　前記第１チャネル領域および前記第２チャネル領域は、前記第１のアモルファスシリコ
ン層における上面視で前記ソース電極と前記ドレイン電極とに挟まれた領域を含み、
　前記第１チャネル領域は前記第１のアモルファスシリコン層における上面視で前記ソー
ス電極と前記ドレイン電極とに挟まれた領域においてアモルファスシリコン領域及びポリ
シリコン領域を含み、
　前記第２チャネル領域は前記第１のアモルファスシリコン層における上面視で前記ソー
ス電極と前記ドレイン電極とに挟まれた領域においてアモルファスシリコン領域を含まず
にポリシリコン領域を含み、
　前記第１チャネル領域及び前記第２チャネル領域は、電気的特性が相違することを特徴
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とする表示装置。
【請求項２】
　前記第１チャネル領域に含まれる第１ポリシリコン領域は離隔された２ヶ所であり、
　一方の前記第１ポリシリコン領域は、前記積層の方向にて、前記ソース電極と重なって
おり、
　他方の前記第１ポリシリコン領域は、前記積層の方向において、前記ドレイン電極と重
なっていることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１チャネル領域に含まれる第１ポリシリコン領域は前記ソース電極及び前記ドレ
イン電極の離隔の方向に長く、
　前記第１ポリシリコン領域の両端側が、前記積層の方向にて、前記ソース電極及び前記
ドレイン電極の両対向端の一部と夫々重なっていることを特徴とする請求項１に記載の表
示装置。
【請求項４】
　前記第１ポリシリコン領域は、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の両対向端の中間
にて、前記離隔の方向と直交する方向の寸法が大きくなることを特徴とする請求項３に記
載の表示装置。
【請求項５】
　前記第１チャネル領域に含まれる第１ポリシリコン領域は１ヶ所であって、前記ソース
電極及び前記ドレイン電極の両対向端の間に介在し、
　前記積層の方向にて、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の両対向端と重なっていな
いことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１チャネル領域に含まれる第１ポリシリコン領域と、前記第２チャネル領域に含
まれる第２ポリシリコン領域とは、ポリシリコンの結晶性が異なることを特徴とする請求
項１記載の表示装置。
【請求項７】
　第１薄膜トランジスタを有する複数の画素と、第２薄膜トランジスタを有し、該画素を
駆動する駆動回路とを備える表示装置の製造方法において、
　複数のゲート電極に係るゲート電極絶縁層を形成する工程と、
　該ゲート電極絶縁層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程と、
　前記第１薄膜トランジスタに係る第１チャネル領域を形成するチャネル工程と、
　ソース電極及びドレイン電極を形成する工程と、を含み、
　前記チャネル工程では、前記アモルファスシリコン層における前記ゲート電極の上側で
あって上面視で前記ソース電極および前記ドレイン電極の間となるべき前記第１チャネル
領域にポリシリコン領域が選択的に形成されることを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記チャネル工程では
　前記アモルファスシリコン層にエネルギービームを部分的に照射してポリシリコン層に
変化させるアニール工程と、
　前記ポリシリコン層を覆って他のアモルファスシリコン層を形成する工程と、
　前記他のアモルファスシリコン層の表面にｎ＋シリコン層を形成する工程と
　を含むことを特徴とする請求項７に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１薄膜トランジスを有する絵素と、第２薄膜トランジスタを有し、前記絵
素を駆動する駆動回路とを備える表示装置及び該表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、液晶パネル等を有する表示装置においては、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉ
ｎ  Ｆｉｌｍ  Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が主に用いられる。具体的には、アモルファスシ
リコン（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ  ｓｉｌｉｃｏｎ）をチャネル領域に用いたａ－Ｓｉ ＴＦ
Ｔ、又はポリシリコン（ｐｏｌｙ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ  ｓｉｌｉｃｏｎ）をチャネ
ル領域に用いたＰ－Ｓｉ  ＴＦＴが用いられる。また、Ｐ－Ｓｉ  ＴＦＴは、基板全面に
レーザーを照射後、パターニングを行うレーザーアニール方式により製造される。
【０００３】
　特許文献１には、ゲート電極を覆うように形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁
膜の上に形成されたポリシリコン膜と、前記ポリシリコン膜の端部の上方に形成されたソ
ース電極と、前記ポリシリコン膜における前記ソース電極が形成された端部と対向する端
部の上方に形成され、前記ソース電極と離間しているドレイン電極とを具備する薄膜トラ
ンジスタにおいて、前記ポリシリコン膜におけるソース電極又はドレイン電極が形成され
ている前記ポリシリコン膜の端部から、前記ポリシリコン膜におけるソース電極又はドレ
イン電極が形成されていない前記ポリシリコン膜の中央部に向かって、前記ポリシリコン
膜の結晶化率が小さくなることについて開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１１４１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一方、ピクセル（絵素）を駆動する周辺回路又は駆動回路は、回路として駆動する為に
高いオン電流が要求される。一方、ピクセルでは頻繁にオン・オフのスイッチングが行わ
れることから、オフ電流が低い方が望ましい。
【０００６】
　これに対して、上述したＰ－Ｓｉ  ＴＦＴは、オン時に流れる電流（オン電流）、及び
、オフ時に流れる電流（オフ電流）が共に高いという特性を有している。従って、周辺回
路又は駆動回路用のＴＦＴには適しているものの、ピクセル用のＴＦＴには好ましくない
。
【０００７】
　このように、同一基板上、又は同一装置内においても、その機能に応じて、電子移動度
（電気的特性）の異なる複数種のＴＦＴが要求されている。しかしながら、従来のレーザ
ーアニール方式を用いて斯かる複数種のＴＦＴを設けることは複雑な工程であり、手間の
掛かるものである。また、このような問題に対して、特許文献１に係る薄膜トランジスタ
においては工夫も言及もされていない。
【０００８】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、第１薄
膜トランジスタを有する絵素と、第２薄膜トランジスタを有し、前記絵素を駆動する駆動
回路とを備える表示装置において、前記第１薄膜トランジスタに係る第１チャネル領域、
及び、前記第２薄膜トランジスタに係る第２チャネル領域を、電気的特性（例えば、電子
移動度）が相違するように構成することにより、第１薄膜トランジス及び第２薄膜トラン
ジスタが夫々の役割に適した作動ができる表示装置及び該表示装置の製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る表示装置は、第１薄膜トランジスタを有する絵素と、第２薄膜トランジス
タを有し、前記絵素を駆動する駆動回路とを備える表示装置において、前記第１薄膜トラ
ンジスタは第１チャネル領域を有し、前記第２薄膜トランジスタは第２チャネル領域を有
しており、前記第１チャネル領域はアモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域を含
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み、前記第１チャネル領域及び前記第２チャネル領域は、電気的特性が相違することを特
徴とする。
【００１０】
　本発明にあっては、例えば、前記第１チャネル領域はアモルファスシリコン領域及びポ
リシリコン領域を含み、前記第２チャネル領域はポリシリコン領域のみを含むように構成
することにより、前記第１チャネル領域及び前記第２チャネル領域において、電気的特性
が相違するように構成する。
【００１１】
　本発明に係る表示装置は、前記第１薄膜トランジスタでは、ゲート電極の上側に、前記
第１チャネル領域を挟んで、ソース電極及びドレイン電極が所定の間隔を離れて積層され
ており、前記第１チャネル領域には、アモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域が
混在してあることを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、前記第１薄膜トランジスタでは、前記第１チャネル領域にアモルフ
ァスシリコン領域及びポリシリコン領域が混在してある。
【００１３】
　本発明に係る表示装置は、前記ポリシリコン領域は離隔された２ヶ所であり、一方のポ
リシリコン領域は、前記積層の方向にて、前記ソース電極と重なっており、他方のポリシ
リコン領域は、前記積層の方向において、前記ドレイン電極と重なっていることを特徴と
する。
【００１４】
　本発明にあっては、前記２ヶ所のポリシリコン領域うち一方のポリシリコン領域は、前
記積層の方向にて、前記ソース電極と重なっており、他方のポリシリコン領域は、前記積
層の方向において、前記ドレイン電極と重なっている。換言すれば、前記２ヶ所のポリシ
リコン領域は夫々ソース電極及びドレイン電極周囲に形成されている。
【００１５】
　本発明に係る表示装置は、前記ポリシリコン領域は前記ソース電極及び前記ドレイン電
極の離隔の方向に長く、前記ポリシリコン領域の両端側が、前記積層の方向にて、前記ソ
ース電極及び前記ドレイン電極の両対向端の一部と夫々重なっていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明にあっては、前記ポリシリコン領域の両端側が、前記積層の方向にて、前記ソー
ス電極及び前記ドレイン電極の両対向端の一部と夫々重なっており、前記ソース電極及び
前記ドレイン電極に隣接する領域又は近傍の領域をアモルファスシリコン領域とする。
【００１７】
　本発明に係る表示装置は、前記ポリシリコン領域は、前記ソース電極及び前記ドレイン
電極の両対向端の中間にて、前記離隔の方向と直交する方向の寸法が大きくなることを特
徴とする。
【００１８】
　本発明にあっては、前記ポリシリコン領域は斯かる両端側が、前記積層の方向にて、前
記ソース電極及び前記ドレイン電極の両対向端の一部と夫々重なっており、前記ソース電
極及び前記ドレイン電極の両対向端の中間にて、前記離隔の方向と直交する方向の寸法が
大きくなる。従って、前記ソース電極及び前記ドレイン電極に隣接する領域又は近傍の領
域がアモルファスシリコン領域となる。
【００１９】
　本発明に係る表示装置は、前記ポリシリコン領域は１ヶ所であって、前記ソース電極及
び前記ドレイン電極の両対向端の間に介在し、前記積層の方向にて、前記ソース電極及び
前記ドレイン電極の両対向端と重なっていないことを特徴とする。
【００２０】
　本発明にあっては、前記積層の方向にて、前記ソース電極及び前記ドレイン電極の両対
向端と重ならないように、前記ポリシリコン領域が、前記ソース電極及び前記ドレイン電
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極の両対向端の間に介在し、前記ソース電極及び前記ドレイン電極に隣接する領域又は近
傍の領域をアモルファスシリコン領域とする。
【００２１】
　本発明に係る表示装置は、前記第１薄膜トランジスタ及び前記第２薄膜トランジスタ夫
々は、ゲート電極の上側に、前記第１チャネル領域又は前記第２チャネル領域を挟んで、
ソース電極及びドレイン電極が所定の間隔を離れて積層されており、前記第１チャネル領
域及び前記第２チャネル領域にはポリシリコン領域のみが存在し、前記第１チャネル領域
と、前記第２のチャネル領域とは、ポリシリコンの結晶性が異なることを特徴とする。
【００２２】
　本発明にあっては、前記第１チャネル領域及び前記第２チャネル領域にはポリシリコン
領域のみが存在し、前記第１チャネル領域と、前記第２のチャネル領域とは、ポリシリコ
ンの結晶性が異なる。
【００２３】
　本発明に係る表示装置の製造方法は、第１薄膜トランジスタを有する複数の画素と、第
２薄膜トランジスタを有し、該画素を駆動する駆動回路とを備える表示装置の製造方法に
おいて、複数のゲート電極に係るゲート電極絶縁層を形成する工程と、該ゲート電極絶縁
層の上にアモルファスシリコン層を形成する工程と、前記第１薄膜トランジスタに係る第
１チャネル領域を形成するチャネル工程を含み、前記チャネル工程では、前記アモルファ
スシリコン層にポリシリコン領域が選択的に形成されることを特徴とする。
【００２４】
　本発明にあっては、複数のゲート電極に係るゲート電極絶縁層が形成された後、該ゲー
ト電極絶縁層の上にアモルファスシリコン層が形成され、以後、該アモルファスシリコン
層にポリシリコン領域が選択的に形成されて、前記第１薄膜トランジスタに係る第１チャ
ネル領域が形成される。
【００２５】
　本発明に係る表示装置の製造方法は、前記チャネル工程では前記アモルファスシリコン
層にエネルギービームを部分的に照射してポリシリコン層に変化させるアニール工程と、
前記ポリシリコン層を覆って他のアモルファスシリコン層を形成する工程と、前記他のア
モルファスシリコン層の表面にｎ＋シリコン層を形成する工程とを含むことを特徴とする
。
【００２６】
　本発明にあっては、前記チャネル工程で、前記アモルファスシリコン層にエネルギービ
ームを部分的に照射してポリシリコン層に変化させた後、前記ポリシリコン層を覆って他
のアモルファスシリコン層が形成され、該他のアモルファスシリコン層の表面にｎ＋シリ
コン層が形成される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、オフ電流を下げる必要のあるピクセル（絵素）に対しては、前記第１
薄膜トランジスタがオフ電流を確実に抑えることができ、オン電流を高める必要のある駆
動回路（周辺回路）に対しては、前記第２薄膜トランジスタがオン電流を確実に高めるこ
とができるので、前記第１薄膜トランジス及び前記第２薄膜トランジスタが夫々の役割に
適した作動を行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態１のテレビジョン受信機の要部構成を示す機能ブロック図である。
【図２Ａ】本実施の形態１に係るテレビジョン受信機の駆動回路及びピクセルに用いられ
る薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図２Ｂ】本実施の形態１に係るテレビジョン受信機の駆動回路及びピクセルに用いられ
る薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図３】図２ＡのＩ－Ｉ線による要部断面図である。
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【図４】図２ＢのII－II線による要部断面図である。
【図５】本実施の形態１に係るテレビジョン受信機のピクセル薄膜トランジスタの製造方
法の一例を示す製造工程図である。
【図６】本実施の形態に係る部分照射型レーザーの構成の一例を示す模式図である。
【図７】本実施の形態２に係るテレビジョン受信機のピクセルに用いられるピクセル薄膜
トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図８】図７のIV－IV線による要部断面図である。
【図９】本実施の形態３に係るテレビジョン受信機のピクセルに用いられるピクセル薄膜
トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図１０】図９のVI－VI線による要部断面図である。
【図１１】本実施の形態４に係るテレビジョン受信機のピクセルに用いられるピクセル薄
膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図１２】図１１のVII －VII 線による要部断面図である。
【図１３】本実施の形態５に係るテレビジョン受信機のピクセルに用いられるピクセル薄
膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図である。
【図１４】レーザーアニール積算エネルギー密度及び移動度の関係を説明するグラフであ
る。
【図１５】第１チャネル領域及び第２チャネル領域の電気的特性が相違するように構成し
た場合における、オン・オフ時の電流値変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、本発明の実施の形態に係る表示装置及び該表示装置の製造方法を、いわゆる液
晶パネルを有するテレビジョン受信機に適用した場合を例として、図面に基づいて詳述す
る。
【００３０】
（実施の形態１）
　図１は実施の形態１のテレビジョン受信機１００の要部構成を示す機能ブロック図であ
る。
【００３１】
　テレビジョン受信機１００は、ＴＶＳｏＣ(System on a Chip)１０（送信部）と、ＴＶ
ＳｏＣ１０からデータを受信するＴｃｏｎ（Timing Controller）２０と、更にＴｃｏｎ
２０からデータを受信するソースドライバ３０及びゲートドライバ４０とを備えており、
ソースドライバ３０及びゲートドライバ４０は斯かるデータに基づいて画像が表示される
液晶表示パネル５０に接続されている。
【００３２】
　請求の範囲に記載の駆動回路は、例えば、ソースドライバ３０又はゲートドライバ４０
である。
【００３３】
 ＴＶＳｏＣ１０はいわゆるテレビ受信回路であり、ＣＶＢＳ信号，ＨＤＭＩ（登録商標
）信号などを受け取ってテレビ映像を生成し、テレビ画像信号，水平同期信号，垂直同期
信号，及びクロックを含む画像信号を、例えば、Ｖ－ｂｙ－Ｏｎｅ信号規格を用いてＴｃ
ｏｎ２０に出力する。
【００３４】
　Ｔｃｏｎ２０は、ＴＶＳｏＣ１０からの信号に基づいて、デジタル画像信号、液晶表示
パネル５０の駆動回路の動作を制御するための制御信号等を生成する。そして、Ｔｃｏｎ
２０は、デジタル画像信号及び制御信号をソースドライバ３０及びゲートドライバ４０に
送信する。すなわちＴｃｏｎ２０は、ＴＶＳｏＣ１０からの垂直同期信号、水平同期信号
、データイネーブル信号、クロック信号などのタイミング信号を用いて、ソースドライバ
３０の動作タイミングを制御するためのソースタイミング制御信号と、ゲートドライバ４
０の動作タイミングを制御するためのゲートタイミング制御信号を発生する。
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【００３５】
　また、Ｔｃｏｎ２０及びソースドライバ３０の間は、例えば２４本のバスによって接続
されている。
【００３６】
　液晶表示パネル５０の図示しない各ピクセル（絵素）は、ソースライン及びゲートライ
ンを介して、ソースドライバ３０及びゲートドライバ４０に接続されている。
【００３７】
　図２は本実施の形態１に係るテレビジョン受信機１００の駆動回路及びピクセルに用い
られる薄膜トランジスタ（ＴＦＴとも称する）の一例を模式的に示す模式図である。図２
Ａはテレビジョン受信機１００のピクセルに用いられる薄膜トランジスタ（以下、ピクセ
ル薄膜トランジスタと称する）を示し、図２Ｂはテレビジョン受信機１００の駆動回路（
周辺回路）に用いられる薄膜トランジスタ（以下、駆動回路薄膜トランジスタと称する）
を示している。
【００３８】
　また、図３は図２ＡのＩ－Ｉ線による要部断面図であり、図４は図２ＢのII－II線によ
る要部断面図である。
【００３９】
　図３及び図４に示すように、夫々の薄膜トランジスタは、ガラス基板１（基板とも称す
る）の表面にゲート電極２を積層してあり、ゲート電極２を覆ってゲート絶縁膜３（例え
ば、ＳｉＯ2 膜、ＳｉＯ2 ／ＳｉＮ膜積層、ＳｉＮ膜、ＳｉＯＮ膜など）を積層してある
。
【００４０】
　また、図２～図４に示すように、ゲート絶縁膜３の表面であってゲート電極２の上側に
は、ポリシリコン層５（ｐ－Ｓｉ膜とも称する。なお、ポリシリコン層には多結晶だけで
なく、多結晶よりも比較的結晶粒径の小さい微結晶、あるいは、より結晶性の高い単結晶
も含む）を積層してある。また、ポリシリコン層５（ポリシリコン領域）を取り囲むよう
に第１のアモルファスシリコン層４（ａ－Ｓｉ膜とも称する）が形成され、ポリシリコン
層５及び第１のアモルファスシリコン層４を覆うように第２のアモルファスシリコン層６
（ａ－Ｓｉ膜とも称する）を積層してある。以下においては、第１のアモルファスシリコ
ン層４及び第２のアモルファスシリコン層６を纏めてアモルファスシリコン層とも称する
。
【００４１】
　第２のアモルファスシリコン層６の表面の所要位置には、ｎ＋シリコン層７（ｎ＋Ｓｉ
膜）を積層してある。ｎ＋シリコン層７は、ソース電極８及びドレイン電極９とのコンタ
クト層であり、リンなどの不純物濃度が高い半導体層である。
【００４２】
　ｎ＋シリコン層７の表面、第２のアモルファスシリコン層６及び第１のアモルファスシ
リコン層４の側面、ゲート絶縁膜３の表面には、所要のパターンを有するソース電極８及
びドレイン電極９を形成してある。
【００４３】
　第１のアモルファスシリコン層４及び第２のアモルファスシリコン層６は、抵抗が大き
くオフ電流（漏れ電流）が小さい。また、ポリシリコン層５は、アモルファスシリコン層
に比べて電子の移動度が格段に大きい。
【００４４】
　ソース電極８とドレイン電極９とは夫々の一端が対向するように、所定の間隔を挟んで
離隔されており、ソース電極８とドレイン電極９との間はいわゆるチャネル領域に該当し
、キャリア（電子又はホール）の移動が生じる。すなわち、斯かるチャネル領域は、前記
積層方向において、ソース電極８とドレイン電極９との間隔に該当する部分であり、ポリ
シリコン層５と、第１のアモルファスシリコン層４及び第２のアモルファスシリコン層６
とで構成されている。以下においては、前記ピクセル薄膜トランジスタ（第１薄膜トラン
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ジスタ）に係るチャネル領域を第１チャネル領域Ｃ１といい、前記駆動回路薄膜トランジ
スタ（第２薄膜トランジスタ）に係るチャネル領域を第２チャネル領域Ｃ２という。
【００４５】
　ソース電極８及びドレイン電極９を覆うようにして、ＴＦＴ全体には、例えば、ＳｉＮ
で構成されるパッシベーション膜１０を形成してあり、パッシベーション膜１０の表面に
は有機膜１１を形成して表面を平坦化している。パッシベーション膜１０及び有機膜１１
の所要の位置には、スルーホールを形成してあり、当該スルーホールを通して画素電極１
２とドレイン電極９とが導通するようにしてある。画素電極１２は、透明導電膜（例えば
、ＩＴＯ）により形成されている。
【００４６】
　図２Ａ及び図２Ｂでは、第１のアモルファスシリコン層４、ポリシリコン層５、ソース
電極８及びドレイン電極９を基板１の表面に射影した射影状態を模式的に示す。なお、図
２Ａ及び図２Ｂでは、説明の便宜上、第２のアモルファスシリコン層６及び他の構成の図
示を省略している。
【００４７】
　本実施の形態に係るテレビジョン受信機１００においては、第１チャネル領域Ｃ１及び
第２チャネル領域Ｃ２は、電気的特性が相違するように構成されている。以下、詳しく説
明する。
【００４８】
　前記ピクセル薄膜トランジスタにおいては、図２Ａに示すように、第１チャネル領域Ｃ
１がアモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域を含むように構成されている。すな
わち、前記ピクセル薄膜トランジスタでは、第１チャネル領域Ｃ１のうち、ソース電極８
とドレイン電極９との間隔に対応する部分に、第１のアモルファスシリコン層４に係る領
域及びポリシリコン層５に係る領域が共に混在してある。
【００４９】
　図２Ａのピクセル薄膜トランジスタにおいては、図面視、矩形の領域であるポリシリコ
ン層５が夫々２ヶ所に形成されており、ソース電極８とドレイン電極９との離隔方向に沿
って離隔されている。換言すれば、図２Ａの図面視、第１のアモルファスシリコン層４内
の離れた２ヶ所には、ポリシリコン層５が形成されている。
【００５０】
　以下においては、説明の便宜上、図面視、２つのポリシリコン層５の離隔方向（又は並
設方向）を横方向、該離隔方向に直交する方向を縦方向と称する。
【００５１】
　２つのポリシリコン層５のうち、一方のポリシリコン層５は、前記積層の方向にて、ソ
ース電極８の端部８１と重なっており、他方のポリシリコン層５は、前記積層の方向にお
いて、ドレイン電極９の端部９１と重なっている。
【００５２】
　また、図２Ａに示すように、前記２つのポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄは、ソース
電極８及びドレイン電極９の縦方向の寸法Ｗより大きい。一方、前記２つのポリシリコン
層５の間には第１のアモルファスシリコン層４が介在している。
【００５３】
　このように、２つのポリシリコン層５が夫々離隔され、これらの間には第１のアモルフ
ァスシリコン層４が介在する。すなわち、第１チャネル領域Ｃ１としては、抵抗が大きい
アモルファスシリコン層４の領域がポリシリコン層５の領域の間に介在するので、第１の
アモルファスシリコン層４が介在しない場合に比べて、オフ電流を確実に抑えることがで
きる。一方、各ポリシリコン層５の一部と、ソース電極８及びドレイン電極９の相互対向
する両端部８１，９１とが前記積層の方向にて重なるようにしてあるので、オン電流の低
下を抑制することもできる。
【００５４】
　また、図３に示すように、アモルファスシリコン層は、ポリシリコン層５の周囲に形成
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され、ポリシリコン層５と同程度の厚みを有する第１のアモルファスシリコン層４と、ポ
リシリコン層５及び第１のアモルファスシリコン層４の表面に形成された第２のアモルフ
ァスシリコン層６とを有する。
【００５５】
　すなわち、ポリシリコン層５は、ゲート電極２の上側に形成された第１のアモルファス
シリコン層４のうち、斯かるチャネル領域の一部の領域を多結晶状態であるポリシリコン
層５に変化させたものであり、該チャネル領域を形成するために、露光、現像及びエッチ
ング処理の各処理を行っていないことが分かる。また、第２のアモルファスシリコン層６
は、ソース電極８及びドレイン電極９とチャネル領域とが直接接触しないようにするため
のもので、オフ電流（漏れ電流）が小さい特性を用いている。これにより、オフ電流をよ
り低減することができる。
【００５６】
　一方、前記駆動回路薄膜トランジスタにおいては、図２Ｂに示すように、第２チャネル
領域Ｃ２がポリシリコン領域のみを含むように構成されている。すなわち、前記駆動回路
薄膜トランジスタでは、第２チャネル領域Ｃ２のうち、ソース電極８とドレイン電極９と
の間隔に対応する部分には、アモルファスシリコン領域が存在していない。
【００５７】
　図２Ｂの駆動回路薄膜トランジスタにおいては、第１のアモルファスシリコン層４内に
、ポリシリコン層５が、ソース電極８とドレイン電極９との両対向端部８１，９１に亘っ
て、第２チャネル領域Ｃ２より広い領域にて形成されている。
【００５８】
　このように、第２チャネル領域Ｃ２としては、第１のアモルファスシリコン層４に比べ
て抵抗が小さいポリシリコン層５の領域がソース電極８とドレイン電極９との両対向端部
８１，９１に亘って形成されているので、換言すれば第２チャネル領域Ｃ２がポリシリコ
ン層５の領域のみからなるので、第１のアモルファスシリコン層４が存在する場合に比べ
て、オン電流を確実に高めることができる。一方、ポリシリコン層５の一部と、ソース電
極８及びドレイン電極９の対向する両端部８１，９１とが前記積層の方向にて重なるよう
にしてあるので、オン電流の増加を一層高めることができる。
【００５９】
　図２Ａ及び図２Ｂにおいては、説明の便宜上、第１チャネル領域Ｃ１及び第２チャネル
領域Ｃ２を図示しているが、これによって本発明に係る第１チャネル領域Ｃ１及び第２チ
ャネル領域Ｃ２が定義されるものでない。
【００６０】
　また、一般に、斯かるチャネル領域は、ドレイン電極９及びソース電極８の間の距離で
あるチャネル長と、該チャネル長に直交する方向における、ドレイン電極９及びソース電
極８の寸法であるチャネル幅によって定義することができる。
【００６１】
　図５は本実施の形態１に係るテレビジョン受信機１００のピクセル薄膜トランジスタの
製造方法の一例を示す製造工程図である。以下、本実施の形態１のピクセル薄膜トランジ
スタの製造工程について説明する。図５に示すように、ガラス基板１上にゲート電極２を
形成し（Ｓ１１）、ゲート電極２を覆ってガラス基板１の表面にゲート絶縁膜３を形成す
る（Ｓ１２）。
【００６２】
　ゲート絶縁膜３が形成されたガラス基板１の表面に第１のアモルファスシリコン層とし
てのａ－Ｓｉ膜４を形成する（Ｓ１３）。
　以後、チャネル領域（第１チャネル領域Ｃ１）を形成する工程が行われ、上述したよう
に、第１チャネル領域Ｃ１内にポリシリコン層５の領域を選択的に形成する。
【００６３】
　まず、ａ－Ｓｉ膜４をレーザーアニールするために、脱水素アニール処理を行い（Ｓ１
４）、レーザー前洗浄を行う（Ｓ１５）。次に、部分照射型レーザーによるａ－Ｓｉ膜４
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の結晶化を行う（Ｓ１６）。結晶化の工程は、アニール工程（レーザーアニール工程とも
称する）であり、例えば、ａ－Ｓｉ膜４の所要箇所にマルチレンズアレイを介してエネル
ギービームを照射して当該所要箇所をポリシリコン層５（ｐ－Ｓｉ膜）に変化させる。所
要箇所は、ゲート電極２の上側であり、ソース・ドレイン間の第１チャネル領域Ｃ１であ
る。これにより、第１のアモルファスシリコン層４に図２Ａに示すように、離隔された２
つのポリシリコン層５が形成される。エネルギービームは、例えば、アモルファスシリコ
ン層（ａ－Ｓｉ膜）の吸収の大きい紫外光のエキシマレーザーを用いることができる。
【００６４】
　図６は本実施の形態に係る部分照射型レーザーの構成の一例を示す模式図である。図６
に示すように、ａ－Ｓｉ膜４が表面に形成されたガラス基板１は載置台（図示せず）に載
置され、図６中の矢印の方向に所要の速度で平行移動するようにしてある。ガラス基板１
の上方には、ガラス基板１の移動方向と交差する方向に沿って個々のレンズが適長離隔し
て並んだマルチレンズアレイを配置してある。レーザー光源（図示せず）からのレーザー
光をマルチレンズアレイへ入射することにより、レーザー光は、レンズ毎に異なる光路を
経由して離隔した複数の所要箇所に対して部分照射される。すなわち、部分レーザーアニ
ールを行うことができる。これにより、ａ－Ｓｉ膜４のうち、チャネル領域の所要の領域
だけを選択的にポリシリコン層５（ｐ－Ｓｉ膜）に変化させる。
【００６５】
　次に、成膜前洗浄を行い（Ｓ１７）、アニール工程により多結晶状態となったポリシリ
コン層５及び第１のａ－Ｓｉ膜４を覆って第２のアモルファスシリコン層としてのａ－Ｓ
ｉ膜６を形成する（Ｓ１８）。また、ａ－Ｓｉ膜６の表面にｎ＋Ｓｉ膜（ｎ＋シリコン層
）７を形成する（Ｓ１９）。ｎ＋Ｓｉ膜７は、ソース電極８及びドレイン電極９とのコン
タクト層であり、リンなどの不純物濃度が高い半導体層である。
【００６６】
　次に、ａ－Ｓｉ膜４、ａ－Ｓｉ膜６及びｎ＋Ｓｉ膜７に対してエッチングが施され、例
えば、矩形の島状に形成される。
【００６７】
　そして、ｎ＋Ｓｉ膜７の上にソース・ドレイン用の金属の成膜が行われ、斯かる金属膜
に対してエッチングが施され、ソース電極８及びドレイン電極９が形成される（Ｓ２０）
。
【００６８】
　以降、半導体層を所要の構造とするために、ソース電極８及びドレイン電極９をマスク
としてチャンネル部分に係るｎ＋Ｓｉ膜７及びａ－Ｓｉ膜６に対して、その厚み方向に、
ａ－Ｓｉ膜６の途中までエッチングを施す（Ｓ２１）。これによってチャンネル領域が形
成される。
【００６９】
　以上では、ａ－Ｓｉ膜４、ａ－Ｓｉ膜６及びｎ＋Ｓｉ膜７を島状に形成する工程を含む
場合について説明したが、本発明はこれに限るものでない。マスク枚数を減らすために斯
かる工程を省いて、所定のパターンにて前記ソース・ドレイン用の金属膜をエッチングし
、引き続いてｎ＋Ｓｉ膜７及びａ－Ｓｉ膜６に対して、その厚み方向にエッチングを施す
ようにしても良い。
【００７０】
　本実施の形態の製造方法によれば、基板全面にエネルギービーム（例えば、レーザー）
を照射するのではなく、ａ－Ｓｉ膜４のうち、該ポリシリコン層５となるべき領域だけに
エネルギービームを部分的に照射し、アニール工程だけで第１チャネル領域Ｃ１を形成す
ることが出来る。このため、第１チャネル領域Ｃ１を形成するため、基板表面全体に結晶
化されたポリシリコン層を形成し、該ポリシリコン層に対して露光処理、現像処理及びエ
ッチング処理の各工程が不要となり、製造工程を短縮することができる。
【００７１】
　以上においては、ピクセル薄膜トランジスタに対して、図５に示したように、部分照射
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型レーザーによるａ－Ｓｉ膜４の選択的結晶化を行う場合を例に挙げて説明したが、本発
明はこれに限るものでない。斯かる結晶化の処理を駆動回路薄膜トランジスタに対して行
うようにしても良い。
【００７２】
　以上のような構成を有することから、本実施の形態１に係るテレビジョン受信機１００
においては、前記第１チャネル領域Ｃ１及び前記第２チャネル領域Ｃ２が、電気的特性が
相違し、ピクセル薄膜トランジスタは画像表示が行われるピクセルに適したトランジスタ
として作動し、駆動回路薄膜トランジスタは該ピクセルの駆動回路に適したトランジスタ
として作動する。
【００７３】
　すなわち、オフ電流を下げる必要のあるピクセルに対しては、前記ピクセル薄膜トラン
ジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）が上述したような構成を有することから、オン電流の低
下を抑制しつつ、オフ電流を確実に抑えることができる。また、オン電流を高める必要の
ある駆動回路（周辺回路）に対しては、前記駆動回路薄膜トランジスタ（第２チャネル領
域Ｃ２）が上述したような構成を有することから、オン電流を確実に高めることができる
。
【００７４】
（実施の形態２）
　本発明は実施の形態１の記載に限るものでない。実施の形態２に係るテレビジョン受信
機１００においては、ピクセル薄膜トランジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）の構成が実施
の形態１とは異なるものの、実施の形態１と同様、斯かる第１チャネル領域Ｃ１及び斯か
る第２チャネル領域Ｃ２は、電気的特性が相違するように構成されている。以下、詳しく
説明する。
【００７５】
　図７は本実施の形態２に係るテレビジョン受信機１００のピクセルに用いられるピクセ
ル薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図であり、図８は図７のIV－IV線による要
部断面図である。また、図７のIII －III 線による要部断面図は図４と同様であり、省略
する。なお、実施の形態２に係る駆動回路薄膜トランジスタについては、実施の形態１と
同様であり、詳しい説明を省略する。
【００７６】
　実施の形態２に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、図７に示すように、第１チ
ャネル領域Ｃ１がアモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域を含むように構成され
ている。すなわち、前記ピクセル薄膜トランジスタでは、第１チャネル領域Ｃ１のうち、
ソース電極８とドレイン電極９との間隔に対応する部分に、アモルファスシリコン層４に
係る領域及びポリシリコン層５に係る領域が共に混在してある。
【００７７】
　図７及び図８に示すように、本実施の形態２のピクセル薄膜トランジスタにおいては、
ポリシリコン層５が、ソース電極８の端部８１からドレイン電極９の端部９１に亘って、
横方向に細長く形成されている。
【００７８】
　すなわち、ポリシリコン層５に係る領域は、図面視短冊状をなしており、ポリシリコン
層５の両端のうち、一方は、前記積層の方向にて、ソース電極８の端部８１と重なってお
り、他方は、前記積層の方向において、ドレイン電極９の端部９１と重なっている。より
詳しくは、ポリシリコン層５の両端部は、前記縦方向におけるソース電極８及びドレイン
電極９の中間部にて夫々ソース電極８の端部８１又はドレイン電極９の端部９１と重なっ
ている。
【００７９】
　換言すれば、ポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄは、ソース電極８及びドレイン電極９
の縦方向の寸法Ｗより小さく、ポリシリコン層５の両端部は、前記積層の方向においてソ
ース電極８の端部８１及びドレイン電極９の端部９１と夫々部分的に重なっている。
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【００８０】
　本実施の形態２に係るテレビジョン受信機１００においては、斯かるピクセル薄膜トラ
ンジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）が上述したような構成を有することから、オフ電流を
下げる必要のあるピクセル用薄膜トランジスタに適したトランジスタとして作動する。
【００８１】
　すなわち、ポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄをソース電極８及びドレイン電極９の縦
方向の寸法Ｗより小さくすることにより、第１チャネル領域Ｃ１のうち、ソース電極８及
びドレイン電極９に隣接する領域又は近傍の領域をアモルファスシリコン層４にすること
ができ、オフ電流を抑えることができる。
【００８２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００８３】
（実施の形態３）
　本発明は実施の形態１、２の記載に限るものでない。実施の形態３に係るテレビジョン
受信機１００においては、ピクセル薄膜トランジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）の構成が
実施の形態１、２とは異なるものの、実施の形態１、２と同様、斯かる第１チャネル領域
Ｃ１及び斯かる第２チャネル領域Ｃ２は、電気的特性が相違するように構成されている。
以下、詳しく説明する。
【００８４】
　図９は本実施の形態３に係るテレビジョン受信機１００のピクセルに用いられるピクセ
ル薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図であり、図１０は図９のVI－VI線による
要部断面図である。また、図９のV －V 線による要部断面図は図４と同様であり、省略す
る。なお、実施の形態３に係る駆動回路薄膜トランジスタについては、実施の形態１と同
様であり、詳しい説明を省略する。
【００８５】
　実施の形態３に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、図９に示すように、第１チ
ャネル領域Ｃ１がアモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域を含むように構成され
ている。すなわち、前記ピクセル薄膜トランジスタでは、第１チャネル領域Ｃ１のうち、
ソース電極８とドレイン電極９との間隔に対応する部分に、アモルファスシリコン層４に
係る領域及びポリシリコン層５に係る領域が共に混在してある。
【００８６】
　図９及び図１０に示すように、本実施の形態３のピクセル薄膜トランジスタにおいては
、ポリシリコン層５が、ソース電極８の端部８１からドレイン電極９の端部９１に亘って
、横方向に細長く形成されている。また、ポリシリコン層５は、横方向における中間部に
て、換言すればソース電極８及びドレイン電極９の両対向端部８１，９１の中間にて、縦
方向に寸法が大きくなるように形成されている。
【００８７】
　すなわち、ポリシリコン層５に係る領域は、図面視十字状をなしており、横方向に沿う
ポリシリコン層５の両端のうち、一方は、前記積層の方向にて、ソース電極８の端部８１
と重なっており、他方は、前記積層の方向において、ドレイン電極９の端部９１と重なっ
ている。より詳しくは、横方向に沿うポリシリコン層５の両端部は、前記縦方向における
ソース電極８及びドレイン電極９の中間部にて夫々ソース電極８の端部８１又はドレイン
電極９の端部９１と重なっている。
【００８８】
　換言すれば、ポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄ１は、ソース電極８及びドレイン電極
９の縦方向の寸法Ｗより小さく、横方向に沿うポリシリコン層５の両端部は、前記積層の
方向においてソース電極８の端部８１及びドレイン電極９の端部９１と部分的に重なって
いる。また、ポリシリコン層５の縦方向に延びる部分においても、横方向の寸法ｄ２はソ
ース電極８及びドレイン電極９の縦方向の寸法Ｗより小さくなるように構成しても良い。
【００８９】
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　本実施の形態３に係るテレビジョン受信機１００においては、斯かるピクセル薄膜トラ
ンジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）が上述したような構成を有することから、オフ電流を
下げる必要のあるピクセル用薄膜トランジスタに適したトランジスタとして作動する。
【００９０】
　すなわち、ポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄ１をソース電極８及びドレイン電極９の
縦方向の寸法Ｗより小さくすることにより、第１チャネル領域Ｃ１のうち、ソース電極８
及びドレイン電極９に隣接する領域又は近傍の領域をアモルファスシリコン層４にするこ
とができ、オフ電流を抑えることができる。
【００９１】
　一方、ポリシリコン層５に係る領域が図面視十字状をなしているので、ポリシリコン層
５の縦方向の寸法ｄ１は、横方向におけるポリシリコン層５の中間部にて拡大される。従
って、オン電流の増加を図ることが出来る。
【００９２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００９３】
（実施の形態４）
　本発明は実施の形態１～３の記載に限るものでない。実施の形態４に係るテレビジョン
受信機１００においては、ピクセル薄膜トランジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）の構成が
実施の形態１～３とは異なるものの、実施の形態１～３と同様、斯かる第１チャネル領域
Ｃ１及び斯かる第２チャネル領域Ｃ２は、電気的特性が相違するように構成されている。
以下、詳しく説明する。
【００９４】
　図１１は本実施の形態４に係るテレビジョン受信機１００のピクセルに用いられるピク
セル薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図であり、図１２は図１１のVII －VII 
線による要部断面図である。また、実施の形態４に係る駆動回路薄膜トランジスタについ
ては、実施の形態１と同様であり、詳しい説明を省略する。
【００９５】
　実施の形態４に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、図１１に示すように、第１
チャネル領域Ｃ１がアモルファスシリコン領域及びポリシリコン領域を含むように構成さ
れている。すなわち、前記ピクセル薄膜トランジスタでは、第１チャネル領域Ｃ１のうち
、ソース電極８とドレイン電極９との間隔に対応する部分に、アモルファスシリコン層４
に係る領域及びポリシリコン層５に係る領域が共に混在してある。
【００９６】
　図１１及び図１２に示すように、本実施の形態４のピクセル薄膜トランジスタにおいて
は、ポリシリコン層５が、ソース電極８の端部８１及びドレイン電極９の端部９１の間に
て、１ヶ所に形成されている。
【００９７】
　すなわち、ポリシリコン層５に係る領域は矩形状をなしており、ソース電極８の端部８
１及びドレイン電極９の端部９１の間にて、ソース電極８の端部８１及びドレイン電極９
の端部９１から離れて形成されている。
【００９８】
　ポリシリコン層５の縦方向の寸法ｄは、ソース電極８及びドレイン電極９の縦方向の寸
法Ｗより大きいが、ポリシリコン層５は前記積層の方向においてソース電極８の端部８１
及びドレイン電極９の端部９１と重なっていない。
【００９９】
　本実施の形態４に係るテレビジョン受信機１００においては、斯かるピクセル薄膜トラ
ンジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）が上述したような構成を有することから、オフ電流を
下げる必要のあるピクセル用薄膜トランジスタに適したトランジスタとして作動する。
【０１００】
　上述したように、本実施の形態４に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、ポリシ
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リコン層５に係る領域が、第１のアモルファスシリコン層４に係る領域を挟んで、ソース
電極８の端部８１及びドレイン電極９の端部９１の間に形成されている。すなわち、ポリ
シリコン層５に係る領域と、ソース電極８の端部８１及びドレイン電極９の端部９１との
間には、抵抗が大きいアモルファスシリコン層４の領域が夫々形成されている。従って、
第１チャネル領域Ｃ１のうち、ソース電極８及びドレイン電極９に隣接する領域又は近傍
の領域をアモルファスシリコン層４にすることができ、オフ電流を抑えることができる。
【０１０１】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１０２】
（実施の形態５）
　本発明は実施の形態１～４の記載に限るものでない。実施の形態５に係るテレビジョン
受信機１００においては、ピクセル薄膜トランジスタ（第１チャネル領域Ｃ１）の構成が
実施の形態１～４とは異なるものの、実施の形態１～４と同様、斯かる第１チャネル領域
Ｃ１及び斯かる第２チャネル領域Ｃ２は、電気的特性が相違するように構成されている。
以下、詳しく説明する。
【０１０３】
　図１３は本実施の形態５に係るテレビジョン受信機１００のピクセルに用いられるピク
セル薄膜トランジスタの一例を模式的に示す模式図であり、図１３のVIII－VIII線による
要部断面図は図４と同様であり、図示を省略する。また、実施の形態４に係る駆動回路薄
膜トランジスタについては、実施の形態１（図２Ｂ）と同様であり、詳しい説明を省略す
る。
【０１０４】
　実施の形態５に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、図１３及び図２Ｂに示すよ
うに、第１チャネル領域Ｃ１及び第２チャネル領域Ｃ２には、すなわち、ソース電極８の
端部８１及びドレイン電極９の端部９１間の間隔に対応する部分にはポリシリコン層５に
係る領域のみが形成されている。
【０１０５】
　このように、実施の形態５に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては、第１チャネル
領域Ｃ１及び第２チャネル領域Ｃ２が同一の構成を有するものの、斯かるポリシリコン層
５の結晶性が異なるように構成されている。
【０１０６】
　より詳しくは、図５のＳ１６の工程において、例えば、ハーフトーンマスクを用いるこ
とにより、又は、エネルギービーム（レーザー）のパワー密度、照射回数を変更すること
により、第１チャネル領域Ｃ１のポリシリコン層５の結晶性を低く形成し、第２チャネル
領域Ｃ２のポリシリコン層５の結晶性を高く（少なくとも、第１チャネル領域Ｃ１より高
く）形成する。該ハーフトーンマスクは、レーザー光の透過部及び遮光部の他に、前記透
過部の光透過率及び遮光部の透過率と異なる、例えば、半透過部を備えたマスクである。
【０１０７】
　これによって、実施の形態５に係るピクセル薄膜トランジスタにおいては第１チャネル
領域Ｃ１及び第２チャネル領域Ｃ２における電子（又はホール）の移動度を適宜制御する
ことが出来る。
【０１０８】
　図１４はレーザーアニール積算エネルギー密度及び移動度の関係を説明するグラフであ
る。一般に、レーザーアニール積算エネルギー密度が高い場合、すなわち、アモルファス
シリコンのレーザーアニール時にレーザーアニール積算エネルギー密度を高くした場合、
ポリシリコンの結晶性が高くなる。ここで、レーザーアニール積算エネルギー密度は、レ
ーザーパワー密度に照射回数をかけた値である。
【０１０９】
　図１４に示しているように、レーザーアニール積算エネルギー密度が高いほど、換言す
れば、レーザーアニールによるポリシリコンの結晶性が高いほど、電子（ホール）の移動
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度が高いことが見て取れる。
【０１１０】
　以上のように、本実施の形態５に係るテレビジョン受信機１００においては、前記第１
チャネル領域Ｃ１及び前記第２チャネル領域Ｃ２における電子移動度（電気的特性）が相
違するように構成し、ピクセル薄膜トランジスタは画像表示が行われるピクセルに適した
トランジスタとして作動し、駆動回路薄膜トランジスタは該ピクセルの駆動回路に適した
トランジスタとして作動する。
【０１１１】
　すなわち、オフ電流を下げる必要のあるピクセルに対しては、第１チャネル領域Ｃ１の
ポリシリコン層５の結晶性を低くすることから、オフ電流を確実に抑えることができる。
また、オン電流を高める必要のある駆動回路（周辺回路）に対しては、第２チャネル領域
Ｃ２のポリシリコン層５の結晶性を高くすることから、オン電流を確実に高めることがで
きる。
【０１１２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１１３】
　図１５は、上述したように、第１チャネル領域Ｃ１及び第２チャネル領域Ｃ２の電気的
特性が相違するように構成した場合における、オン・オフ時の電流値変化を示すグラフで
ある。すなわち、図１５はいわゆるＴＦＴ特性カーブを示している。図１５において、実
線はアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）のみからなる薄膜トランジスタの場合、太線はピ
クセル薄膜トランジスタの場合、点線は駆動回路薄膜トランジスタの場合を示す。
【０１１４】
　図１５に示すように、駆動回路薄膜トランジスタにおいては、オン・オフ時の電流値が
共に高い特性を示している。一方、ピクセル薄膜トランジスタにおいては、オン・オフ時
の電流値が、特にオフ時の電流値が駆動回路薄膜トランジスタの場合に比べて大きく下が
っている。また、ピクセル薄膜トランジスタでは、アモルファスシリコンのみからなる薄
膜トランジスタの場合に比べてオン時の電流値が高いことが見てとれる。
【０１１５】
　以上の記載においては、ピクセル薄膜トランジスタ又は駆動回路薄膜トランジスタに対
して部分照射型レーザーによるａ－Ｓｉ膜４の結晶化を行うことにより、第１チャネル領
域Ｃ１及び第２チャネル領域Ｃ２の電気的特性が相違するように構成する場合を例として
説明した。しかし、本発明はこれに限るものでない。
【０１１６】
　すなわち、基板表面の全体に形成されたアモルファスシリコン層に対してエネルギービ
ーム（例えば、レーザー）を基板全面に照射してポリシリコン層に変化させた後、ポリシ
リコン層に対して露光、現像及びエッチング処理の各工程を行ってチャネル領域を形成す
るようにしても良い。
【符号の説明】
【０１１７】
　４　アモルファスシリコン層
　５　ポリシリコン層
　８　ソース電極
　９　ドレイン電極
　８１　端部
　９１　端部
　１００　テレビジョン受信機
　Ｃ１　第１チャネル領域
　Ｃ２　第２チャネル領域
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